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上記事項につきましては、法令および当社定款第 15 条の規定にもとづき、

インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.snk.co.jp/）に掲載

することにより、株主の皆様に提供しております。 
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■事業報告 

 

会社の新株予約権等に関する事項 

 

（1） 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 

名称 
新日本空調株式会社 

2016 年度新株予約権 

新日本空調株式会社 

2017 年度新株予約権 

新日本空調株式会社 

2018 年度新株予約権 

発行決議日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 

保有者数 
当社取締役 7 名 

社外取締役を除く 

当社取締役 7 名 

社外取締役を除く 

当社取締役 7 名 

社外取締役を除く 

新株予約権の数 257 個 204 個 177 個 

新株予約権の目的

である株式の種類お

よび数 

当社普通株式 

25,700 株 

当社普通株式 

20,400 株 

当社普通株式 

17,700 株 

新株予約権の払込

金額 

新株予約権 

1 個当たり 96,000 円 

（1 株当たり 960 円） 

新株予約権 

1 個当たり 142,900 円 

（1 株当たり 1,429 円） 

新株予約権 

1 個当たり 147,800 円 

（1 株当たり 1,478 円） 

新株予約権の行使

に際して出資される

財産の価額 

1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 

新株予約権の権利

行使期間 

2016 年 8 月 23 日～ 

2046 年 8 月 22 日 

2017 年 7 月 11 日～ 

2047 年 7 月 10 日 

2018 年 7 月 10 日～ 

2048 年 7 月 9 日 

（注）1．新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに
代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 

2．譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。  

3．新株予約権の行使条件 

（1） 新株予約権者は、新株予約権の権利行使期間内において、当社の取締役、執行役員および
従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予
約権を一括してのみ行使できるものとする。 

（2） 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使すること
ができる。 

（3） その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。 

 

（2） 当事業年度中に当社使用人に対し交付した新株予約権の状況 

 新日本空調株式会社 2018 年度新株予約権 

発行決議日 2018 年 6 月 22 日 

交付者数 当社執行役員 19 名 

新株予約権の数 254 個 

新株予約権の目的である 

株式の種類および数 
当社普通株式 25,400 株 

新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 147,800 円 （1 株当たり 1,478 円） 

新株予約権の行使に際して 

出資される財産の価額 
1 株当たり 1 円 

新株予約権の権利行使期間 2018 年 7 月 10 日～2048 年 7 月 9 日 

（注）1．新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに
代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 

2．譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。  

3．新株予約権の行使条件 

（1） 新株予約権者は、新株予約権の権利行使期間内において、当社の取締役、執行役員および
従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予
約権を一括してのみ行使できるものとする。 
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（2） 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使すること
ができる。 

（3） その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。 
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■連結計算書類 

連結株主資本等変動計算書 
（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 

 

（単位：百万円） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

2018年４月１日残高 5,158 6,887 23,755 △1,085 34,715 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,208  △1,208 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  3,095  3,095 

自己株式の取得    △1,771 △1,771 

自己株式の処分 
（新株予約権の行使）   △0  23 22 

利益剰余金から 
資本剰余金への振替  0 △0  － 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,886 △1,747 138 

2019年３月31日残高 5,158 6,887 25,641 △2,833 34,853 

 

 

 

 

その他の包括利益累計額 

 新株予約権  純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

2018年４月１日残高 7,787 382 8,169 134 43,019 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △1,208 

親会社株主に帰属する 
当期純利益     3,095 

自己株式の取得     △1,771 

自己株式の処分 

（新株予約権の行使）     22 

利益剰余金から 
資本剰余金への振替     － 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

45 △180 △134 41 △93 

連結会計年度中の変動額合計 45 △180 △134 41 45 

2019年３月31日残高 7,833 201 8,034 175 43,064 

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記 

１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 

1.連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社数 7 社 

連結子会社の名称 

新日空サービス株式会社 

日宝工業株式会社 

新日本空調工程（上海）有限公司 

SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LIMITED 

SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD. 

希霓科工貿（上海）有限公司 

上海希霓科建築労務有限公司 

 

2.持分法の適用に関する事項 

持分法適用、持分法非適用の非連結子会社及び関連会社はありません。 

 

3.連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、新日本空調工程（上海）有限公司、SHIN NIPPON LANKA 

 (PRIVATE) LIMITED、SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD. 、希霓科工貿（上海）有 

限公司及び上海希霓科建築労務有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。 

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書作成に当たって

は同決算日現在の決算書を使用しております。ただし、１月１日から３月 31 日

までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

新日空サービス株式会社及び日宝工業株式会社の決算日と連結決算日は一致し

ております。 

 

4.会計方針に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金   個別法に基づく原価法 

その他のたな卸資産 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

 

 

 

 



- 5 - 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社については、定率法を採用しております。ただし、1998

年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016 年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。 

在外連結子会社については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物・構築物          ３年 ～ 50 年 

機械・運搬具・工具器具備品   ２年 ～ 20 年 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ソフトウェア（自社利用）         ５年 

ソフトウェア（販売用）                    ３年 

 ③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

②役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しております。 

 ③完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用に充てるため、過去の実

績等を勘案して見積った額を計上しております。 

 ④工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積ることができる工事について、その損失を見積った額を計上

しております。 

(4)その他連結計算書類作成のための重要な事項 

①退職給付に係る会計処理の方法 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付

費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。 

②完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

なお、工事進行基準による完成工事高は、100,799 百万円であります。 

③消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。 
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２.表示方法の変更 

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年

２月 16 日）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他

の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更

しました。 

 

３.連結貸借対照表関係 
 

担保に供している資産     現金預金（定期預金）  27 百万円 

 

４.連結株主資本等変動計算書関係 

 

1.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決  議 
株式の

種 類 

配当金の総

額(百万円) 

１株当たり

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日 

2018年６月22日 

定時株主総会 

普通 

株式 
852 35.00 2018年３月 31日 2018年６月 25日 

2018年11月８日 

取締役会 

普通 

株式 
355 15.00 2018年９月 30日 2018年12月４日 

計  1,208    

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

となるもの 

2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案する予定であります。 

 

①配当金の原資 利益剰余金 

②配当金の総額 817 百万円 

③１株当たり配当額 35 円 00 銭 

④基準日 2019 年３月 31 日 

⑤効力発生日 2019 年６月 24 日 

 

3.当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数 

   普通株式            145,200 株 

 

５.金融商品 
 

1.金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については余裕資金を効率的に活用し、運用収益を確

保することを目的とし安全かつ確実を旨としております。資金調達については、

資金繰り状況を考慮しながら必要な運転資金（主に銀行借入）の調達を行ってお

ります。デリバティブ取引は、為替の変動リスク、金利の変動リスク、価格の変

動リスクを回避するために利用するもので、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

普通株式 25,282,225 株 
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2.金融商品の時価等に関する事項 

2019 年３月 31 日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1)現金預金 

(2)受取手形・完成工事未収入金 

(3)電子記録債権 

(4)投資有価証券 

8,179  

59,308  

4,492  

20,706  

8,179  

59,308  

4,492  

20,706  

－  

－  

－  

－  

資産計 92,687  92,687    －  

(1)支払手形・工事未払金 

(2)短期借入金 

(3)未払法人税等 

(4)長期借入金（１年内返済予定含む） 

35,986  

12,371  

781  

609  

35,986  

12,371  

781  

611  

－  

 －  

－  

2  

負債計 49,748  49,751  2  

 

(注 1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関す

る事項 

 

資産 

(1)現金預金、(2)受取手形・完成工事未収入金及び(3)電子記録債権 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。 

(4)投資有価証券 

これらの時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示され

た価格によっております。 

 

負債 

(1)支払手形・工事未払金、(2)短期借入金及び(3)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。 

(4)長期借入金（１年内返済予定含む） 

長期借入金（１年内返済予定含む）の時価については、元利金の合計額を

同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方

法によっております。 

 

デリバティブ取引 

当社グループは、現在、デリバティブ取引は行っておりません。 

 

(注 2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

非上場株式（連結貸借対照表計上額 811 百万円）については、市場価格が

なく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把

握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有価証券」には含めて

おりません。 
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６.１株当たり情報 

 

1.１株当たり純資産額                                      1,836 円 53 銭 

 

2.１株当たり当期純利益                                      130 円 27 銭 

     

７.重要な後発事象に関する注記 

 

自己株式の消却 

 当社は、2019 年３月 29 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基

づき、自己株式を消却することを決議し、次のとおり実施いたしました。 

  1.消却した株式の種類   当社普通株式 

  2.消却した株式の数    1,000,000 株 

（消却前の発行済株式の総数に対する割合 3.96%） 

  3.消却日          2019 年４月 10 日 

  4.消却後の発行済株式総数  24,282,225 株 
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株主資本等変動計算書 
 

（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで） 

（単位：百万円） 

 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

2018 年４月１日残高 5,158 6,887 － 6,887 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分 
（新株予約権の行使）   △0 △0 

利益剰余金から 
資本剰余金への振替   0 0 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）     

事業年度中の変動額合計 － － － － 

2019 年３月 31 日残高 5,158 6,887 － 6,887 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

別途積立金 繰越利益剰余金 

2018 年４月１日残高 593 11,740 8,921 21,255 △1,085 32,216 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   △1,208 △1,208  △1,208 

当期純利益   2,864 2,864  2,864 

自己株式の取得     △1,771 △1,771 

自己株式の処分 
（新株予約権の行使）     23 22 

利益剰余金から 
資本剰余金への振替   △0 △0  － 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）       

事業年度中の変動額合計 － － 1,655 1,655 △1,747 △92 

2019 年３月 31 日残高 593 11,740 10,577 22,910 △2,833 32,123 

 

 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

2018 年４月１日残高 7,760 7,760 134 40,110 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △1,208 

当期純利益    2,864 

自己株式の取得    △1,771 

自己株式の処分 
（新株予約権の行使）    22 

利益剰余金から 
資本剰余金への振替    － 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 86 86 41 127 

事業年度中の変動額合計 86 86 41 35 

2019 年３月 31 日残高 7,846 7,846 175 40,145 

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

■計算書類 
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重要な会計方針及びその他の注記 

１.重要な会計方針に係る事項 

1.資産の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式    移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 

   （2）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金   個別法に基づく原価法 

その他のたな卸資産 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

2.固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物 

（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物          ３ 年 ～ 45 年 

構築物                 10 年 ～ 50 年 

工具器具・備品      ２ 年 ～ 20 年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ソフトウェア（自社利用）           ５年 

ソフトウェア（販売用）             ３年 

（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

  3.引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（2）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見

込額に基づき計上しております。 

（3）完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用に充てるため、過去の

実績等を勘案して見積った額を計上しております。 

（4）工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ

金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失を見積った額を

計上しております。 
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4.完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。 

なお、工事進行基準による完成工事高は、90,324百万円であります。 

 

5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

２.表示方法の変更 

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年

２月 16 日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資

産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しま

した。 

 

３.貸借対照表関係 

1.保証債務 

   希霓科工貿（上海）有限公司の金融機関からの 

   手形債務に対する保証                 112 百万円 

SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LIMITED の主に受注 

工事に係る金融機関からの信用状に対する保証         177 百万円 

SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD. の主に受注 

工事に係る金融機関からの前払金保証に対する保証        939 百万円 

 

2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権                                          173 百万円 

短期金銭債務                                          681 百万円 

 

４.損益計算書関係 

関係会社との取引高 

        営業取引による取引高 

      完成工事高                       9 百万円 

          仕入高                                            2,420 百万円 

      その他                       250 百万円 

     営業取引以外の取引による取引高 

           受取配当金                     759 百万円 

      その他                        56 百万円 

 

５.株主資本等変動計算書関係 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式                          1,928,964 株 
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６.税効果会計 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払従業員賞与、工事損失引当金の否認等

であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であり

ます。 

 

７.関連当事者との取引 

子会社及び関連会社等 

(単位：百万円) 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額

(注2) 
科目 

期末残高 

(注2) 

子会社 

新 日 空 

サービス

株式会社 

（所有） 

直接 100.0% 

空調設備工事

の施工協力 

役員の兼務 4 名 

空調設備工事

の施工協力

（注1） 

2,420 
工事 

未払金 
  677 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 空調設備工事の発注については、新日空サービス株式会社、当社の２者で価格交

渉を行い決定しております。 

（注２） 上記の金額のうち取引金額には消費税及び地方消費税が含まれておらず、期末残

高には消費税及び地方消費税が含まれております。 

 

８.１株当たり情報 

1.１株当たり純資産額                                      1,711円 54銭 

 

2.１株当たり当期純利益                                       120円 54銭 

 

９.重要な後発事象に関する注記 

自己株式の消却 

 当社は、2019 年３月 29 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基

づき、自己株式を消却することを決議し、次のとおり実施いたしました。 

  1.消却した株式の種類   当社普通株式 

  2.消却した株式の数    1,000,000 株 

（消却前の発行済株式の総数に対する割合 3.96%） 

  3.消却日          2019 年４月 10 日 

  4.消却後の発行済株式総数  24,282,225 株 
 


